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新 旧 

 

(営業者の地位の承継の届出書) 

第三条 省令第二条の二第一項に規定する届出書は、第五号様式による。 

２ 省令第二条の三第一項に規定する届出書は、第六号様式による。 

３ 省令第二条の四第一項に規定する届出書は、第七号様式による。 

４ 省令第二条の五第一項に規定する届出書は、第八号様式による。 

 

           ※以下 第８～１４号様式：号数繰り下がり 

 

(営業者の地位の承継の届出書) 

第三条 省令第二条の二第一項に規定する届出書は、第五号様式による。 

２ 省令第二条の三第一項に規定する届出書は、第六号様式による。 

３ 省令第二条の四第一項に規定する届出書は、第七号様式による。 

（新設） 
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    以下 第５号様式～第１４号様式 

        → 第６号様式～第１５号様式へ繰り下がり 

 


